
平成２７年３月６日 

株式会社カンセツ  

 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

全ての社員がその能力を十分に発揮できるような雇用環境の整備を行うために、次のように行動計画

を策定する。 

 

１．計画期間  平成２７年（２０１５年）４月１日から令和７年（２０２５年）３月３１日 

 

２．目標と取組内容 

 

目標 ① 平成２８年４月までに、時間外労働を削減するため、ノー残業デーを設定

し、実施する。 

＜取組内容＞ 

● 平成２７年４月から 

時間労働の原因の分析等を行うプロジェクトチームの設置及び検討開始。 

● 平成２７年４月から 

社内メールを活用した周知・啓発の実施、管理職に対する研修を年に２回実施。 

 

目標 ② 平成２８年４月までに、年次有給休暇の取得日数を一人あたり平均１０日以

上とする。 

＜取組内容＞ 

● 平成２７年４月から 

社内メールを活用した周知・啓発の実施、管理職に対する研修を年に２回実施。 

 

目標 ③ 計画期間内に育児休業の取得状況を次の水準以上にする。 

男性社員：年に１人以上取得すること。 

女性社員：取得率を８０％以上とすること。 

＜取組内容＞ 

● 平成２７年４月から 

具体的なニーズ調査、検討チームの設置及び検討開始。管理職を対象とした研修の実施。 

● 平成２７年４月から 

社内メールを活用した周知・啓発の実施、管理職に対する研修を年に２回実施。 

以上 


